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筆
者
は
、
最
近
ビ
目
ー
ト
ル
一
世
に
よ
る
行
財
政
的
諸
改
革
の

重
要
な
一
環
を
な
す
人
頭
税
の
導
入
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
過
程

　
　
　
　
　
＾
1
）

の
概
観
を
試
み
た
。
即
ち
拙
稿
で
は
、
こ
の
税
制
改
革
が
農
村
に

及
ぼ
し
た
影
響
に
注
意
を
払
い
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
政
府
の
政
策

的
意
図
そ
し
て
そ
の
実
施
の
経
緯
を
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
辿
る
こ

と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
前
者
に
つ
い
て
の
個
別
具

体
的
な
検
討
は
、
ひ
と
ま
ず
棚
上
げ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

目
ー
ト
ル
改
革
期
に
つ
い
て
、
現
在
我
々
が
利
用
で
き
る
農
村
史

、料
は
、
き
わ
め
て
眼
ら
れ
て
お
り
、
人
頭
税
の
導
入
に
関
連
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

諸
史
料
も
、
ほ
と
ん
ど
公
け
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
小

稿
も
、
も
と
よ
り
新
た
な
素
材
に
基
づ
く
も
の
で
も
、
新
た
な
側

面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
既
に
周
知
の
、

だ
が
余
り
利
用
さ
れ
て
い
る
と
は
恩
わ
れ
な
い
一
村
落
に
関
す
る

諸
文
書
の
紹
介
を
通
し
て
、
人
頭
税
の
導
入
前
夜
に
お
け
る
村
落

の
特
質
を
把
握
す
る
た
め
の
一
助
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
小
稿
の

狙
い
で
あ
る
。

　
以
下
で
紹
介
す
る
の
は
、
モ
ス
ク
ワ
国
家
以
来
の
名
門
貴
族
の

家
柄
で
あ
り
、
ビ
冒
ー
ト
ル
政
府
の
重
鎮
で
も
あ
．
っ
た
ボ
リ
ス
・

ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
・
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
（
一
六
五
二
－
一
七

一
九
）
の
一
所
領
、
ロ
ス
ト
フ
郡
ヴ
ォ
シ
チ
ャ
ジ
ニ
コ
ヴ
ォ
村
の

　
　
　
　
＾
3
〕

諸
文
書
で
あ
る
。
ツ
ァ
ー
リ
の
御
料
地
で
あ
っ
た
こ
の
村
は
、
一

七
〇
六
年
に
シ
ェ
レ
メ
チ
ェ
ー
フ
に
下
賜
さ
れ
た
が
、
史
料
集
の

「
ま
え
が
き
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
恵
与
状
（
湊
彗
O
墨
≡
憎

『
喀
暮
畠
）
に
は
、
そ
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

研
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即
ち
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
「
光
輝
な
る
ツ
7
ー
リ
閣
下
に
対

す
る
多
く
の
忠
実
な
る
勤
務
」
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
戦
争
で
の

功
繍
、
そ
し
て
と
り
わ
け
「
我
が
〔
ヴ
才
ル
ガ
河
〕
下
流
の
諸
都

市
で
企
て
ら
れ
た
叛
乱
を
首
尾
よ
く
屈
伏
さ
せ
、
都
市
ア
ス
ト
ラ

ハ
ン
と
そ
れ
に
附
属
す
る
他
の
要
塞
を
一
瞬
の
騒
擾
で
鋲
激
へ
と

導
き
、
す
ぺ
て
の
叛
乱
者
を
根
絶
し
た
」
功
綬
に
対
し
て
、
ツ
ァ

ー
リ
は
、
同
じ
く
御
料
地
で
あ
る
ヤ
ロ
ス
ラ
ウ
リ
郡
の
ユ
ホ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

カ
ヤ
郷
と
共
に
、
世
襲
領
と
し
て
下
賜
し
た
、
と
。
の
ち
程
指
摘

す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
所
領
は
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の

旧
来
の
所
領
規
模
を
、
文
字
通
り
倍
増
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
彼

は
そ
の
晩
年
、
と
く
に
「
お
気
に
入
カ
の
所
領
」
ヴ
ォ
シ
チ
ャ
ジ

ニ
コ
ブ
ォ
村
に
滞
在
し
、
直
接
こ
の
村
の
経
営
に
あ
た
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
一
七
一
八
年
二
月
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
間
（
シ
ェ
レ

メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
一
七
一
九
年
二
月
に
死
亡
）
の
村
の
経
営
に
関

す
る
諸
文
書
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
史
料
集
は
、
そ
の
編
纂
者
に
よ
っ

て
、
次
の
四
項
に
大
別
さ
れ
た
。
H
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
領
地

管
理
人
及
ぴ
村
長
宛
て
の
手
紙
、
指
示
（
六
四
通
、
但
し
五
通
は

ボ
リ
ス
の
死
後
の
も
の
で
名
義
は
息
子
ピ
冒
ー
ト
ル
）
、
⇔
村
か

ら
の
嘆
願
書
と
そ
れ
に
対
す
る
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
指
示
（
九

通
）
、
目
領
地
管
理
人
の
報
告
（
二
一
通
）
、
そ
し
て
㈲
一
七
一
八

年
度
の
村
の
収
支
台
帳
、
で
あ
る
。
ヴ
ォ
シ
チ
ャ
ジ
ニ
コ
ヴ
ォ
村

の
ア
ル
ヒ
ー
フ
は
、
か
つ
て
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
家
の
所
領
の
歴

史
を
、
ほ
ぼ
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
概
観
し
た
K
・
H
・
シ
チ
ェ
ペ

　
　
　
　
＾
5
）

ー
ト
フ
の
著
作
の
な
か
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
詳
し
い

検
討
は
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。
小
稿
で
は
筆
者
の
関
心
か
ら
、
と

く
に
貴
重
な
内
容
を
含
む
と
判
断
さ
れ
る
諸
文
書
、
と
り
わ
け
農

民
嘆
願
書
を
こ
の
紹
介
の
ヰ
心
に
掘
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
人
頭
税
の
導
入
に
つ
い
て
」
、
『
社
会
学
研
究
』
二
一
号
、

　
　
一
九
八
二
年
。

　
（
2
）
　
こ
の
時
期
の
最
も
ま
と
ま
っ
た
農
村
史
料
集
は
、
没
収
所
領
の

　
　
明
細
な
記
録
宝
胃
o
寝
彗
匡
昌
篶
旨
o
…
毛
o
o
亭
彗
臭
o
『
o
雪

　
　
昌
罵
這
至
亮
『
O
誉
蓄
蕃
↓
墨
＝
耐
眉
9
毒
冒
毛
畠
×
く
目
旨
‘
≧
’

　
　
s
弩
及
ぴ
著
千
の
い
わ
ゆ
る
「
領
地
轡
理
令
〕
（
後
出
）
で
あ
る
が

　
　
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
人
頭
税
の
導
入
過
程
を
直
接
明
ら
か
に
す
る

　
　
も
の
で
は
な
く
、
ソ
ブ
ェ
ト
史
学
も
、
現
在
ま
で
の
所
、
二
、
三
の

　
　
個
別
分
析
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
（
3
）
　
＞
寝
雷
8
畠
団
o
員
凹
美
＝
妻
o
雷
一
睾
冒
．
H
．
団
k
竃
「
匡
号
①
き
－

　
　
員
奏
o
昌
彗
凹
団
．
＝
．
E
｛
窒
雪
o
塞
．
き
一
H
8
H
（
ト
彗
8
1

　
　
害
彗
回
．
）

　
（
4
）
　
＞
勺
■
雪
夕
〇
一
－
く
ー
く
．
ザ
オ
ゼ
ル
ス
キ
ー
の
論
文
に
よ
る
と
、

　
　
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ニ
フ
は
保
守
的
な
志
向
を
持
つ
貴
族
で
あ
っ
た
が
、
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’

ビ
目
ー
ト
ル
の
改
革
に
異
を
と
な
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
彼

の
意
志
と
は
独
立
に
、
そ
の
「
文
化
的
・
社
会
的
外
見
の
特
殊
性
」

の
故
、
彼
は
当
時
の
「
政
治
的
反
対
派
」
の
「
希
望
」
と
な
り
、
ビ

目
ー
ト
ル
も
、
こ
の
点
を
響
戒
し
て
い
た
。
そ
の
端
的
な
例
が
、
上

述
の
所
領
下
賜
の
理
由
と
な
っ
た
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
蜂
起
（
一
七
〇
五

－
〇
六
年
）
の
鎮
圧
を
め
ぐ
る
状
況
で
あ
る
。
即
ち
ビ
目
ー
ト
ル
は
、

正
教
会
信
仰
と
古
い
習
憤
の
擁
護
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
こ
の
蜂

起
の
鎮
圧
に
シ
呈
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
を
派
遭
し
た
時
、
彼
に
対
す
る
特

別
の
信
頼
と
い
う
よ
り
も
、
「
よ
り
複
雑
な
考
慮
」
に
基
づ
い
て
、

こ
の
人
選
を
行
う
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
困
難
な
戦
争
の
渦
中
に

生
じ
た
こ
の
暴
動
を
、
で
き
る
だ
け
平
和
な
手
段
で
片
付
け
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
望
ん
で
い
た
ピ
目
ー
ト
ル
は
、
蜂
起
者
の
眼
に
も
権
威
あ
る
人
物

を
送
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ぱ
A
・
凪
・
メ
ー

ン
シ
コ
7
の
よ
う
な
「
新
し
い
人
間
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
こ
の

点
に
お
い
て
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
呈
フ
よ
り
相
応
し
い
人
物
を
見
つ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
だ
が
ビ
目
ー
ト
ル
は
、
こ
の
適
切
な
人
選
が
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

逆
の
効
果
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
危
倶
か
ら
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ

フ
の
行
動
を
、
信
頼
の
お
け
る
親
衛
隊
の
軍
曹
に
監
視
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
＞
一
＝
一
ω
竃
需
一
〕
g
皇
芦
魯
①
自
『
ト
…
與
i
E
凹
自
昌
o
o
何
窒
o
完
団
葭

、
コ
i
芭
団
＝
↓
⑭
自
『
〔
↓
団
他
…
冒
繧
〔
o
而
ト
凹
コ
価
H
0
0
｝
〔
戻
o
「
o
困
－
〕
何
竃
竈
…
．
《
i
o
－

8
彗
団
烏
…
暑
潟
号
o
…
コ
雪
i
団
与
o
p
8
’
き
一
畠
ご
．
o
1

ζ
o
〇
一
－
o
o
o
．
ア
ス
ト
ヲ
ハ
ン
蜂
起
に
つ
い
て
は
、
＝
。
甲
「
o
自
畠
宍
o
墨
。

＞
o
↓
i
凹
｝
凹
雪
〔
宍
o
o
団
o
o
o
↓
団
；
扁
ζ
o
山
－
－
N
o
α
『
「
」
≦
．
－
H
0
N
蜆
．
及
ぴ

本
書
を
紹
介
し
た
拙
稿
「
ピ
目
i
ト
ル
改
革
期
の
社
会
と
民
衆
」
、

　
『
社
会
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
八
二
年
、
参
照
。

（
5
）
天
－
工
．
貝
雪
宵
畠
－
唇
①
コ
昌
…
畠
暑
畠
O
団
呂
宝
…
婁

　
E
｛
而
…
竃
富
匡
x
（
旨
9
－
H
o
o
o
o
伽
『
『
．
）
ま
J
乞
ミ
．
な
お
最
近
、
同

　
じ
く
シ
呈
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
所
領
の
一
つ
、
ル
ジ
ェ
フ
ス
ク
郡
の
モ
ロ

　
ド
イ
ー
ー
ト
ゥ
ド
村
の
共
同
体
活
動
を
分
析
し
た
プ
回
コ
フ
ィ
エ
ヴ
ァ

　
の
新
著
が
出
た
。
当
。
O
■
コ
喝
竃
号
需
墨
．
天
潟
o
亭
彗
臭
団
－
a
月
…
o

　
吋
ぎ
8
彗
呂
睾
8
婁
昌
き
塞
毒
×
く
目
H
－
罵
君
9
昌
自
O
・

　
望
焉
×
H
×
匝
．
（
畠
重
完
寝
彗
｝
x
呂
宝
…
E
｛
窒
雪
ε
匡
－
）

　
芦
一
一
畠
H
’

一一

。
本
節
で
は
、
一
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
所

領
全
体
の
構
成
、
そ
し
て
ヴ
ォ
シ
チ
ャ
ジ
ニ
コ
ヴ
ォ
村
の
概
略
を

摘
記
し
て
お
こ
う
。
シ
チ
ェ
ペ
ー
ト
フ
の
前
掲
書
に
よ
る
と
、
シ

ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
■
一
七
〇
八
年
の
段
階
で
既
に
全
国
一
九
の

郡
に
所
領
を
有
し
、
そ
こ
に
は
合
計
六
、
二
八
二
世
帯
、
約
四
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

人
の
農
民
（
男
女
）
が
居
住
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
最
大
の

所
領
が
ヤ
ロ
ス
ラ
ウ
リ
郡
ユ
ホ
ト
ス
カ
ヤ
郷
（
二
、
六
九
六
世
帯
）

で
あ
り
、
ル
ジ
ェ
フ
ス
ク
郡
の
モ
ロ
ド
イ
H
ト
ゥ
ド
村
（
一
、
○

○
○
世
帯
）
が
こ
れ
に
続
き
、
ヴ
才
シ
チ
ャ
ジ
ニ
コ
ヴ
ォ
村
（
六

〇
一
世
帯
）
は
、
四
番
目
に
位
置
し
た
。
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る

醐
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の
は
、
二
れ
ら
の
全
て
が
ツ
ァ
ー
リ
の
下
賜
に
よ
る
も
の
で
あ
り

－
モ
回
ド
イ
ー
－
ト
ゥ
ド
村
は
ニ
ハ
八
九
年
、
但
し
一
六
七
八
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

七
九
年
の
調
査
簿
で
ば
一
九
〇
世
帯
L
し
た
が
っ
て
シ
ェ
レ

メ
ー
チ
ュ
フ
の
致
窟
に
と
っ
て
、
ツ
ァ
ー
リ
の
下
賜
は
決
定
的
な

要
因
で
あ
っ
た
圭
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
シ
チ
ェ
ペ
ー
ト
フ

は
、
こ
れ
ら
一
九
所
領
の
収
入
目
録
か
ら
、
五
所
領
を
才
ブ
ロ
ー

ク
、
一
四
所
領
を
バ
ー
ル
シ
チ
ナ
が
支
配
的
な
所
領
と
性
格
づ
け

た
う
え
で
、
全
体
と
し
て
当
時
の
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
所
領
に
お

い
て
は
、
依
然
バ
ー
ル
シ
チ
ナ
と
生
産
物
オ
ブ
ロ
ー
ク
が
圧
倒
的

で
あ
り
、
貨
幣
オ
ブ
ロ
ー
ク
も
み
ら
れ
た
に
せ
よ
、
ま
だ
充
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

発
展
し
て
い
な
か
ウ
た
、
と
概
括
し
て
い
る
。
我
々
は
、
以
上
の

概
括
を
一
応
の
前
提
と
し
て
、
次
に
ヴ
ォ
シ
チ
ャ
ジ
ニ
コ
ヴ
ォ
村

に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
当
時
、
ヴ
才
シ
チ
ャ
ジ
ニ
コ
ヴ
ォ
村
（
以
下
B
村
、
と
略

記
）
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
コ
ス
ト
ロ
ー

フ
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
史
料
集
の
大
部
分
は
、
こ

の
領
地
管
理
人
に
対
す
る
村
の
経
営
上
の
様
々
な
指
示
か
ら
成
っ

て
い
る
。
他
方
コ
ス
ト
ロ
ー
フ
は
、
主
人
の
指
示
に
従
い
、
ま
た

逐
次
報
告
す
る
義
務
を
負
っ
た
。
だ
が
一
般
に
、
村
の
経
営
が
領

主
の
意
志
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
と
は
い
え
、
領
地
管
理
人
は

経
営
管
理
上
の
す
べ
て
の
、
紬
か
な
事
柄
に
至
る
ま
で
、
主
人
の

指
示
を
仰
い
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
大
領
主
は
、
周
知

の
よ
う
に
、
領
地
管
理
人
の
任
命
の
さ
い
、
ふ
つ
う
数
十
項
目
か

ら
な
る
訓
令
・
指
令
を
与
え
、
村
は
そ
れ
ら
に
従
っ
て
運
営
さ
れ

　
　
　
　
＾
9
〕

た
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
所
領
に
関
し
て
は
、
一
七
六
四
年
の
そ
れ

（
九
五
項
）
が
著
名
で
あ
る
が
、
ま
だ
御
料
地
で
あ
っ
た
一
七
〇

三
年
、
そ
し
て
1
一
七
二
一
年
の
「
領
地
管
理
苓
」
（
い
ず
れ
も
B

村
）
、
更
に
一
七
二
七
年
の
そ
れ
（
コ
ホ
ト
ス
カ
ヤ
郷
）
が
、
現

　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

在
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
七
一
八
年
九
月
二
九
日
、

コ
ス
ト
ロ
ー
フ
が
死
亡
し
た
時
（
《
…
…
呂
弟
δ
g
美
毒
δ
馬

昌
彗
o
》
）
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
次
の
領
地
管
理
人
が
派
遣

さ
れ
る
ま
で
の
間
、
村
長
ヤ
コ
ヴ
・
ヴ
才
ロ
ノ
フ
と
そ
の
補
佐
人

ク
ジ
マ
．
フ
ォ
、
ミ
ン
に
そ
の
代
理
を
委
ね
、
六
項
目
の
指
示
を
与

＾
1
1
）

え
た
。
即
ち
H
村
の
農
民
を
「
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
に
お
い
て
、
裁

判
と
処
罰
を
も
っ
て
治
め
る
」
（
《
馬
着
亭
…
…
呂
男
実
妻
目
O
－

…
＜
彗
昌
姜
冨
b
雪
震
o
着
o
峯
国
喀
昌
o
竃
g
》
）
こ
と
、
⇔

大
公
の
全
て
の
（
定
額
及
ぴ
臨
時
の
）
租
税
や
徴
兵
を
納
め
、

「
滞
納
を
、
た
だ
ち
に
清
算
す
る
」
（
《
…
…
暮
姜
ξ
一
宍
実
窒

＝
畠
竃
⑭
篶
芦
o
…
s
呂
畠
霊
雪
o
ト
自
①
｝
雪
》
）
こ
と
、
⇔
我
が
主
人

90



（91）　ビ目一トル改革期の村と農民嘆願書

の
諸
貢
租
も
「
指
定
期
間
に
、
滞
納
な
く
完
全
に
」
送
る
こ
と
、

さ
も
な
く
ぱ
「
あ
ら
ゆ
る
慈
悲
も
容
赦
な
く
、
厳
罰
が
な
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
」
（
《
－
…
＜
畠
二
空
o
畠
重
α
＜
ト
①
■
美
g
旨
戻
o
①
＝
買
芭
．

ω
畠
馬
箒
ω
零
臭
胃
o
…
き
〔
①
君
…
＝
昌
長
崔
》
）
こ
と
、

㈲
㈲
ミ
ー
ル
の
貨
幣
の
出
入
り
は
、
全
体
の
相
談
の
う
え
処
理
し
、

そ
の
後
、
報
告
と
記
録
を
行
う
こ
と
、
㈲
我
が
命
令
や
全
て
の
事

柄
を
、
今
後
の
問
責
に
備
え
て
保
管
す
る
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
村
の
経
営
管
理
に
関
す
る
一
般
原
則
が
簡
潔
に
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
シ
チ
ェ
ベ
ー
ト
フ
の
前
掲
書
に
よ
る
と
、
B
村
は
バ

ー
ル
シ
チ
ナ
の
支
配
的
な
所
領
で
あ
り
、
村
は
四
、
五
五
一
チ
ェ

ト
ヴ
ェ
ル
チ
（
一
チ
ェ
ト
ヴ
ェ
ル
チ
ー
－
二
分
の
一
．
デ
シ
ャ
チ
ナ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
〕

の
耕
地
、
九
、
〇
九
五
東
の
採
草
地
か
ら
な
っ
て
い
た
。
更
に
四

つ
の
製
粉
所
及
び
そ
の
規
模
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
き
な
直
営
牧

場
が
設
け
ら
れ
、
主
に
馬
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
。
村
の
農
民
か
ら

は
貨
幣
も
徴
集
さ
れ
た
が
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
指
示
、
そ
し

て
領
地
管
理
人
の
報
告
の
多
く
は
「
生
産
物
オ
ブ
ロ
ー
ク
や
馬
の

送
付
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
個
々
の
細
か
な
指
示
や

報
告
は
、
当
時
の
農
業
や
畜
産
の
在
り
方
を
示
唆
し
て
興
味
深
い
。

だ
が
以
下
で
は
、
B
村
と
国
家
と
の
具
体
的
関
連
に
的
を
し
ぽ
っ

て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
国
家
の
搾
取
」
が
領
主
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
っ
た
ビ
目
ー

ト
ル
改
革
期
は
、
農
民
に
と
っ
て
受
難
の
時
代
で
あ
っ
た
。
B
村

の
諸
文
書
は
、
こ
の
点
を
裏
付
け
る
若
千
の
貴
重
な
垂
言
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ピ
目
ー
ト
ル
改
革
は
、
と
り
わ
け
そ
の
初
期
に
は
、
全
国
の
村

々
か
ら
の
労
働
カ
の
徴
用
に
よ
っ
て
重
商
主
義
的
諸
政
策
－
都

市
・
要
塞
の
建
設
、
運
河
の
開
削
、
工
場
・
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の

設
立
と
稼
動
－
－
を
強
行
し
た
が
、
B
村
の
諸
文
書
に
は
、
こ
う

し
た
労
働
カ
の
直
接
の
徴
用
の
事
実
は
、
既
に
認
め
ら
れ
な
い
。

だ
が
、
一
七
一
九
年
一
月
二
九
日
付
の
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
指

示
に
よ
る
と
、
こ
の
二
七
日
、
B
村
の
農
民
が
所
領
管
理
事
務
所

に
現
わ
れ
、
自
分
は
「
大
公
の
勅
令
に
よ
り
、
B
村
か
ら
サ
ン
ク

ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
ヘ
労
働
者
と
し
て
送
ら
れ
た
」
（
《
・
・
…
・
窒
〔
－

畠
匡
…
…
昌
＜
竃
隻
昌
姜
宍
睾
o
『
o
｛
着
喀
竃
ω
o
月
団
美
…
宍
o
墨

団
O
畠
彗
コ
①
篶
思
着
『
団
肩
α
0
H
雪
彗
彰
）
が
、
そ
の
後
病
に
ふ

し
、
乞
食
を
し
て
い
る
（
《
…
・
：
彗
o
竃
雪
畠
×
寝
8
o
吋
｝
…
…
？

馬
ξ
）
、
と
述
べ
て
、
B
村
の
チ
ャ
グ
ロ
ヘ
帰
し
て
く
れ
る
よ
う
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
B
〕

い
出
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
他
方
、
直
接
の
徴
用
に
代
わ
る
貨
幣

の
徴
集
は
、
た
び
た
び
生
じ
た
。
例
え
ば
同
年
一
月
一
四
日
付
の
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指
示
に
よ
る
と
、
「
モ
ス
ク
ワ
の
通
り
に
石
橋
を
建
て
る
」
（
《
…
…

団
峯
σ
臭
需
昌
着
畳
姜
〔
宅
昌
↓
｝
…
o
8
匡
竃
暮
豪
o
『
o

竃
雷
雪
》
）
旨
の
大
公
の
勅
令
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
石
を
運
び
、

橋
を
建
て
る
講
負
人
へ
の
手
当
と
し
て
、
「
現
存
の
世
帯
数
か
ら
」

（
《
o
雷
蔓
圭
o
；
崔
o
o
冨
o
『
o
彗
o
畠
》
）
各
三
ア
ル
テ
ィ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ど

徴
集
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
他
方
、
形
成
さ
れ
た
常
備
軍
の

た
め
の
兵
士
の
徴
用
も
、
一
七
一
四
年
か
ら
は
七
五
世
帯
に
一
人

と
緩
和
さ
れ
た
に
せ
よ
、
村
に
大
き
な
犠
牲
を
強
い
る
も
の
で
あ

っ
た
。
一
、
七
二
七
世
帯
の
ユ
ホ
ト
ス
カ
ヤ
郷
ら
は
、
一
七
一
八

年
に
は
二
七
人
の
農
民
1
1
兵
士
が
送
ら
れ
た
が
、
村
は
更
に
、
彼

ら
の
軍
服
の
代
金
、
食
糧
の
類
ま
で
負
担
し
た
こ
と
が
、
領
地
管

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

理
人
の
報
告
か
ら
わ
か
る
。
B
村
に
つ
い
て
は
、
一
七
一
八
年
六

月
二
七
日
付
の
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
指
示
か
ら
、
過
去
一
七
一

六
年
に
B
村
か
ら
「
選
抜
に
よ
り
」
（
《
冒
麸
3
電
》
）
六
人
の

農
民
が
兵
士
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
「
交
替
用
の
六
人

の
兵
士
は
、
す
ぺ
て
逃
亡
し
た
」
（
《
…
・
：
亮
扁
毒
…
罵
潟
尿
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

暑
↓
匡
ひ
’
雪
冨
突
胃
⑦
α
①
宍
匝
自
雪
》
）
こ
と
が
わ
か
る
。
生
涯
勤

務
の
、
し
た
が
っ
て
村
か
ら
の
永
久
の
切
り
離
し
を
意
味
し
た
兵

役
が
、
い
か
に
忌
避
さ
れ
て
い
た
か
を
、
こ
の
指
示
は
物
語
っ
て

い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ビ
目
ー
ト
ル
改
革
期
の
「
国
家
の
搾
取
」
の
基

礎
と
な
っ
た
の
は
、
臨
時
税
の
徴
集
で
あ
れ
、
労
働
カ
や
兵
士
の

徴
用
で
あ
れ
、
ニ
ハ
七
八
－
七
九
年
の
調
査
簿
で
あ
り
、
そ
こ
に

計
上
さ
れ
た
世
帯
数
で
あ
っ
た
。
だ
が
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

そ
の
後
の
三
〇
年
間
に
世
帯
数
は
、
全
国
到
る
所
で
激
減
し
て
お

＾
〃
〕
　
　
　
．

り
、
し
た
が
っ
て
調
査
簿
と
現
実
の
間
に
は
著
し
い
ギ
ャ
ッ
プ
が

存
在
し
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
B
村
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ

り
、
深
刻
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
一
七
一
八
年

一
一
月
二
日
、
領
地
管
理
人
コ
ス
ト
ロ
ー
フ
の
死
後
B
村
の
経
営

に
あ
た
っ
て
い
た
村
長
兄
・
ヴ
ォ
ロ
ノ
フ
は
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ

フ
に
対
し
て
、
次
の
件
に
関
す
る
指
示
を
求
め
た
。
現
在
の
一
七

一
八
年
、
大
公
の
勅
令
に
よ
り
、
聖
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
ヘ
講
負
人
の

食
糧
の
た
め
に
、
一
世
帯
か
ら
一
ル
ー
ブ
リ
を
三
分
の
一
ず
っ
、

指
定
さ
れ
た
期
間
に
徴
集
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
の
勅
令
に
応
じ
て
、
但
ス
ト
フ
の
地
方
当
局
へ
「
現
存
の
三
四

八
世
帯
か
ら
」
（
《
o
雷
畠
彗
匡
x
o
宝
o
。
ト
8
℃
8
》
）
、
宗
全
に
納

め
た
。
だ
が
ラ
ン
ド
ラ
i
ト
（
郡
長
）
は
、
大
公
の
勅
令
に
従
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

「
一
八
六
年
の
調
査
簿
に
よ
り
、
空
の
二
五
二
世
帯
か
ら
も
」
（
《
…

…
目
o
＝
召
雪
膏
亭
…
丙
匡
葭
『
印
雪
畠
α
『
o
ト
k
o
目
k
o
亭
冥
〔
畠
N

旨
o
o
富
》
）
同
じ
額
を
納
め
る
よ
う
命
じ
た
。
「
一
八
六
年
の
調
査

鵬
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簿
」
と
は
、
既
述
の
ニ
ハ
七
八
－
七
九
年
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
う

し
た
国
家
の
要
求
に
対
し
て
、
村
長
は
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
指

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
〕

示
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
更
に
一
七
一
九
年
一
月
一
四
日
の
シ
ェ

レ
メ
チ
ェ
ー
フ
の
指
示
の
な
か
に
も
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
み
ら

れ
る
。
過
去
一
七
一
七
、
一
七
一
八
、
そ
し
て
こ
の
一
七
一
九
年

と
、
食
糧
を
三
四
八
世
帯
か
ら
納
め
て
き
た
。
け
だ
し
「
一
八
六

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

年
の
調
査
簿
に
反
し
て
、
二
七
六
世
帯
が
空
の
ま
ま
で
あ
る
」

（
《
…
…
宅
s
雷
亮
潟
…
臭
雪
富
α
「
昌
き
曽
畠
o
ξ
o
畠
ミ
ひ

葛
o
o
畠
》
）
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
現
在
、
過
去
の
一
七
一
七
、
一

七
一
八
年
そ
し
て
一
七
一
九
年
の
食
糧
を
「
一
八
六
年
の
調
査
簿

に
応
じ
て
、
六
二
四
世
帯
か
ら
」
納
め
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
空
の
二
七
六
世
帯
か
ら
も
、
上
述
の
年
度
の
未
納
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歪
）

を
納
め
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
、
と
。
ま
た
同
年
二
月
二
。
日
付

の
シ
ェ
レ
メ
ー
テ
ェ
フ
の
指
示
で
も
、
滞
納
分
を
「
七
ニ
ハ
年
の

ラ
ン
ド
ラ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
過
去
一
八
六
年
の
調
．

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

査
簿
か
ら
、
完
全
な
数
で
」
（
《
…
…
〔
弓
潟
…
O
亭
買
毛
O
E
畠
『
〇

一
〇
〇
α
『
o
b
＜
回
目
o
自
δ
①
’
雪
昌
〇
一
団
焉
＝
o
昌
富
員
o
胃
〔
宍
o
；
昌
①
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

潟
昌
臭
①
N
崖
『
o
占
》
）
納
め
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

　
以
上
の
諸
文
書
に
は
、
数
学
の
上
で
の
若
千
の
混
乱
が
認
め
ら

れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
所
は
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
当
時
（
一
七

一
八
－
一
九
年
）
、
B
村
の
現
存
世
帯
数
は
三
四
八
で
あ
っ
た
に

　
　
＾
2
1
〕

も
拘
ら
ず
、
国
家
は
藷
々
の
租
税
を
ニ
ハ
七
八
－
七
九
年
の
調
査

簿
に
基
づ
き
1
一
七
〇
九
－
一
〇
年
の
調
査
、
一
七
ニ
ハ
年
か

ら
の
い
わ
ゆ
る
ラ
ン
ド
ラ
ー
ト
調
査
で
は
な
く
1
1
、
空
の
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

二
な
い
し
二
七
六
世
帯
か
ら
も
要
求
し
た
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言

う
な
ら
ば
、
B
村
は
御
料
地
で
あ
っ
た
一
六
七
八
－
七
九
年
の
調

査
以
後
の
四
〇
年
間
に
、
じ
つ
に
四
二
－
四
五
％
に
達
す
る
世
帯

が
空
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
単
に
B
村
だ
け
で
な
く
、
全
国
的

な
規
模
で
の
こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た

よ
う
に
、
幾
つ
か
の
原
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
即
ち
ビ
目
ー
ト
ル
政

府
に
よ
る
労
働
者
、
兵
士
の
徴
用
、
逃
亡
、
あ
る
い
は
課
税
を
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
響

れ
る
た
め
の
人
工
的
な
世
帯
統
含
、
な
ど
で
あ
る
。
だ
が
B
村
の
。

諸
文
書
に
即
し
て
、
こ
の
点
を
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
、
残

　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

念
な
が
ら
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
B
村
も
ま
た
、
ピ
目
ー
ト
ル

改
革
期
の
農
村
の
一
般
的
動
向
を
体
現
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

天
．
；
E
一
竃
雪
o
舳
．
＜
竃
ω
1
〔
o
占
．
ρ
N
0
o
ρ

↓
彗
美
9
ρ
旨
1
－
p
墨
ひ
．

↓
婁
美
9
ρ
N
o
o
．

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
『
領
地
管
理
令
』

鯛
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研
究
へ
の
一
視
角
L
、
．
『
人
文
研
究
』
（
小
栂
商
科
大
学
）
五
五
輯
、

　
一
九
七
八
年
、
参
照
。

（
1
0
）
　
天
1
＝
．
貝
竃
實
冨
．
＜
墨
ω
．
8
’
．
ρ
心
3
－
虜
㎞
．
＝
．
ρ
コ
Φ
－

　
宅
畠
實
竃
1
；
竃
竃
呂
皇
…
亭
…
；
票
富
皇
竃
≡
烏
喀
ひ
緕

焉
畠
｛
畠
×
く
目
宙
．
倉
ε
O
勺
量
何
臭
蔓
｛
姜
呈
↓
．
く
目
‘
H
湯
N
．

　
嵩
‘
戸
N
．
ρ
s
α
1
8
〇
一

（
u
）
　
＞
勺
■
；
p
o
．
N
o
o
1
ω
H
一

（
1
2
）
不
工
1
．
員
雪
宵
員
＜
墨
ω
l
o
畠
；
畠
9

（
1
3
）
　
＞
寝
冒
一
〇
．
ぎ
1
昌
．

（
1
4
）
　
＞
寝
彗
一
ρ
2
。
こ
の
指
示
は
、
そ
の
ご
も
繰
返
さ
れ
た
。

（
∬
）
　
＞
寝
彗
一
〇
．
一
箏
．
但
し
、
そ
こ
で
は
「
六
五
世
帯
か
ら
一
人
、

　
計
二
七
人
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
＞
寝
畠
一
〇
1
N
．

（
1
7
）
　
拙
稿
「
人
頭
税
の
導
入
に
つ
い
て
」
、
二
六
六
－
二
六
七
頁
。

（
1
8
）
　
＞
寝
冨
一
ρ
H
3
1
－
さ
．

（
1
9
）
　
＞
寝
冨
一
〇
．
S
．

（
2
0
）
　
＞
寝
彗
一
〇
．
S
．
ラ
ン
ド
ラ
ー
ト
調
査
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た

　
よ
う
に
、
一
七
一
〇
年
の
調
査
の
結
果
を
追
認
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ

　
た
が
、
シ
晶
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
こ
の
調
査
に
神
経
を
と
が
ら
せ
て

　
い
た
こ
と
が
、
多
く
の
文
書
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
ロ
ス
ト
フ

　
の
ヲ
ン
ド
ヲ
ー
ト
、
A
・
ヴ
＾
シ
ニ
ャ
コ
フ
に
対
し
て
、
自
ら
「
あ

　
ら
ゆ
る
恩
恵
」
を
働
き
か
け
、
ま
た
領
地
管
理
人
に
対
し
て
、
「
余

　
計
な
負
担
」
が
か
か
る
こ
と
に
な
ら
ぬ
よ
う
紬
か
く
指
示
し
た
。

　
（
ρ
旨
1
ぐ
一
お
一
註
一
＄
1
9
1
）
他
方
ラ
ン
ド
ラ
ー
ト
は
、
現
存

　
　
世
帯
に
五
〇
を
上
乗
せ
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
〔
。
嵩
α
）
。

　
（
2
1
）
　
こ
の
他
、
三
四
七
と
い
う
数
字
も
あ
る
。
＞
慢
毒
一
ρ
一
お
。

　
（
2
2
）
　
シ
チ
ェ
ペ
ー
ト
7
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
六
〇
一
世
帯
と
し
て

　
　
い
る
が
、
こ
こ
で
は
六
〇
〇
な
い
し
六
二
四
世
帯
と
な
る
。

　
（
2
3
）
　
拙
稿
「
人
頭
税
の
導
入
に
つ
い
て
」
、
二
六
八
－
二
七
二
頁
。

　
（
2
4
）
　
シ
チ
ェ
ベ
ー
ト
フ
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
間
接
的
な
が
ら
逃
亡
を

　
　
重
視
し
た
が
プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
ヴ
7
女
史
に
よ
る
と
、
シ
ェ
レ
メ
チ
呈

　
　
ー
フ
所
領
は
、
む
し
ろ
他
の
所
領
か
ら
の
逃
亡
先
で
あ
り
（
但
し
、

　
　
B
村
で
は
な
い
）
、
一
七
二
七
年
の
「
領
地
管
理
令
」
に
も
、
自
領

　
。
　
で
の
逃
亡
民
の
採
用
を
禁
止
す
る
項
目
は
存
在
す
る
も
の
の
、
自
領

　
　
か
ら
の
逃
亡
民
へ
の
対
抗
（
予
防
）
措
置
は
見
当
ら
な
い
、
と
し
て

　
　
逃
亡
説
に
否
定
的
で
あ
る
（
ス
．
；
貝
昌
雪
O
戸
＜
匿
u
。
〔
呈
。
ρ

　
　
讐
．
芦
ρ
コ
i
臭
o
号
毒
墨
．
＜
竃
ω
1
8
一
ρ
H
o
o
o
．
）
。
但
し
、
一

　
　
七
六
四
年
の
「
領
地
管
理
令
」
に
は
、
詳
紬
な
逃
亡
民
対
策
が
含
ま

　
　
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。

　
　
　
　
　
三

　
さ
て
B
村
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
に
は
、
既
述
の
如
く
、
九
通
の
農
民

嘆
願
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
更
に
こ
の
他
に
も
、
数
通
の
嘆
願
書

が
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
他
の
諸
文
書
に
お
け
る
指
摘
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
・
近
世
ロ
シ
ァ
の
農
民
は
、

自
己
の
抑
圧
的
社
会
状
態
そ
し
て
過
重
な
諸
負
担
に
対
し
て
、
様

脳
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々
な
形
で
訴
え
、
そ
の
軽
減
と
除
去
を
要
求
し
た
が
、
自
己
の
領

主
（
時
に
は
ツ
ァ
ー
リ
）
へ
の
嘆
願
書
の
提
出
は
、
彼
ら
の
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
）

基
本
的
な
斗
争
形
態
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
多
様
な
不
満
と
要

求
を
含
む
、
こ
れ
ら
農
民
嘆
願
書
は
、
当
該
時
期
の
農
村
社
会
の

特
質
を
探
る
う
え
で
、
好
個
の
素
材
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
数
量
と
時
期
的
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

続
性
が
不
可
欠
な
前
提
と
な
る
。
B
村
の
農
民
嘆
願
書
は
、
僅
か

九
通
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
一
七
一
八
－
一
九
年
の
一

年
間
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
こ
う
し
た

史
料
上
の
制
約
に
充
分
留
意
し
つ
つ
、
個
々
の
農
民
嘆
願
書
の
内

容
を
出
来
る
だ
け
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
H
一
七
一
八
年
五
月
三
日
、
B
村
の
三
二
名
の
農
民
は
、
シ
。
エ

レ
メ
ー
チ
ュ
フ
に
次
の
よ
う
に
嘆
願
し
た
（
《
…
…
9
δ
弓
焉
自
…

　
　
　
　
＾
2
7
）

昌
≡
彗
毛
畠
》
）
。
こ
の
度
の
火
事
の
た
め
「
我
々
農
昆
の
家
屋

そ
し
て
す
べ
て
の
家
財
」
、
「
購
入
穀
物
を
入
れ
て
置
い
た
倉
庫
」

の
す
べ
て
を
、
跡
か
た
な
く
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
我
々
は
「
飲

む
こ
と
も
、
食
べ
る
こ
と
も
で
き
ず
」
、
我
々
に
賦
課
さ
れ
て
い

る
「
貨
幣
と
穀
物
に
よ
る
大
公
の
あ
ら
ゆ
る
租
税
、
そ
し
て
主
人

の
オ
プ
ロ
ー
ク
を
納
め
、
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
も
、
我
々
に
は
で

き
な
い
」
。
ま
た
我
々
の
土
地
に
は
「
な
ん
ら
の
穀
物
も
生
育
し

て
お
ら
ず
L
、
す
べ
て
の
も
の
は
「
自
己
の
労
働
や
手
仕
事
に
よ

　
っ
て
、
〔
自
分
と
家
族
を
〕
扶
養
し
て
い
る
」
（
《
：
…
・
5
婁
雪
膏
曽

団
8
喀
α
0
H
0
δ
雪
＝
o
o
竃
匡
昌
雪
目
富
重
国
8
o
国
竃
皇
）
。
こ
う
し
て

火
事
の
た
め
零
落
し
た
農
民
た
ち
は
、
「
慈
悲
深
き
主
人
、
ボ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
も
ペ

ス
．
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ィ
ヅ
チ
」
に
対
し
て
、
「
自
己
の
下
僕
た
ち
の

今
後
幾
年
も
の
健
康
」
そ
し
て
「
全
き
零
落
〔
を
救
う
〕
た
め
に
」
、

「
我
々
が
飢
え
の
た
め
死
ぬ
こ
と
の
な
い
よ
う
」
食
糧
を
与
え
る

・
こ
と
、
ギ
た
「
我
々
が
チ
ャ
グ
ロ
か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
オ
ブ
ロ
ー
ク
、
我
々
か
ら
取
る
賦
役
」
の
免
除
を
与
え
る
こ
と

（
け
だ
し
、
「
自
分
た
ち
の
家
屋
を
建
て
る
た
め
、
我
々
に
は
賦
役

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
）
、
そ
し
て
最
後
に
、
「
郷
の
農
民
の

手
元
の
売
却
用
の
余
分
な
新
し
い
木
材
（
《
…
…
…
E
≡
①
雷

｛
o
誉
美
＜
雪
窒
①
8
睾
α
匡
》
）
に
つ
い
て
、
彼
ら
に
所
領
の
外

の
農
民
に
売
ら
な
い
よ
う
命
じ
て
欲
し
い
」
こ
と
、
以
上
の
三
つ

を
訴
え
、
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
こ
の
罹
災
の
ゆ
え
零
落
し
た
（
《
…

…
ト
畠
昌
美
亀
雪
墨
妻
o
竃
o
潟
＝
雪
》
）
多
数
の
農
民
に
よ
る

嘆
願
書
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
指
示
し
た
。
ま
ず
主
人

の
オ
ブ
ロ
ー
”
、
．
あ
ら
ゆ
る
貢
租
、
そ
し
て
賦
役
は
、
一
七
一
九

年
五
月
一
日
ま
で
の
一
年
間
だ
け
免
除
す
る
、
但
し
君
主
の
租
税

帥
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は
除
く
（
《
…
：
夫
君
篶
『
◎
2
b
岩
雷
『
冥
昌
崔
鳥
等
）
こ
と
、

ま
た
木
材
の
件
に
つ
い
て
も
、
罹
災
し
た
も
の
以
外
に
、
外
部

の
誰
に
も
、
決
し
て
売
却
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
更
に
主
人
の

穀
倉
か
ら
、
食
糧
用
の
穀
物
が
、
彼
ら
に
無
償
で
与
え
る
こ
と
、

　
　
＾
㎎
）

で
あ
る
臥
し
た
が
っ
て
農
民
の
要
求
は
、
大
体
に
お
い
て
満
た
さ

れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
火
事
に
よ
っ
て
焼
け
出

さ
れ
た
農
民
に
よ
る
嘆
願
書
は
、
こ
の
他
に
も
二
通
あ
る
。
同
年

三
月
二
四
日
の
火
事
で
罹
災
し
た
三
人
の
農
民
は
、
主
人
の
オ
ブ

　
ロ
ー
ク
の
免
除
を
嘆
願
し
、
一
年
間
だ
け
認
め
ら
れ
た
。
更
に
一

〇
月
八
日
に
も
、
二
人
の
農
民
が
焼
け
出
さ
れ
た
結
果
、
他
人
の

家
々
を
巡
っ
て
乞
食
し
て
お
り
（
《
…
…
o
竃
畠
窒
s
ξ
o
罵
美

着
o
o
団
｛
美
妻
k
；
婁
》
）
、
晩
秋
の
ゆ
え
、
家
屋
を
建
て
る
こ

と
も
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
年
及
ぴ
過
去
七
一
一
年
の
三
分

．
の
一
期
分
の
貨
幣
オ
ブ
ロ
ー
ク
、
そ
し
て
賦
役
の
免
除
を
嘆
願
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
も
し
そ
れ
に
相
違

な
い
な
ら
ぱ
、
「
私
の
諸
貢
租
」
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
の
免
除

を
認
め
る
が
、
君
主
の
租
税
は
、
「
彼
ら
に
代
っ
て
、
、
ミ
ー
ル
が

納
め
る
」
（
《
…
…
墨
≡
X
墨
昌
胃
彗
扉
…
O
婁
》
）
よ
う
指
示
し

　
　
　
　
菊
）

た
の
で
あ
る
。

　
村
の
火
事
が
、
農
民
の
ギ
リ
ギ
リ
の
生
活
を
も
脅
か
す
災
害
で

あ
り
、
そ
の
後
も
し
ぱ
し
ぱ
発
生
し
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
領

主
も
、
よ
り
キ
メ
細
か
な
対
応
を
迫
ら
れ
た
こ
と
は
、
一
七
六
四

年
の
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
「
領
地
管
理
令
」
の
第
六
五
項
（
「
罹

災
し
た
農
民
へ
ρ
免
租
の
付
与
に
つ
い
て
」
）
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
「
神
の
意
志
に
よ
っ
て
」
（
《
…
…
昌
8
…

α
o
美
亮
婁
）
、
即
ち
不
可
抗
カ
の
火
災
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、

も
し
全
て
の
財
産
を
焼
失
し
た
全
焼
の
場
合
に
は
、
「
人
頭
税
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

除
い
て
」
、
領
主
へ
の
諸
貢
租
を
半
年
間
だ
け
免
除
す
る
が
、
半

焼
の
場
合
に
は
、
そ
の
状
態
を
み
て
決
定
す
る
。
だ
が
「
自
分
の

不
注
意
に
よ
っ
て
」
（
《
…
：
胃
畠
o
①
『
o
冑
8
⑭
美
畠
書
》
）
被
害
を

蒙
っ
た
も
の
に
は
、
免
租
を
与
え
ず
、
し
か
も
、
今
後
他
の
も
の

が
用
心
を
怠
ら
な
い
た
め
に
も
（
《
…
…
ト
；
8
温
ξ
も
k
；

胃
o
α
↓
畠
o
雪
名
£
o
8
召
Φ
『
凹
…
亭
》
）
処
罰
す
る
、
と
規
定

し
た
。
更
に
九
〇
項
で
は
、
防
火
用
の
諸
道
具
を
備
え
る
よ
う
要

　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

求
し
た
の
で
あ
る
。

　
H
同
じ
く
一
七
一
八
年
五
月
四
日
、
B
村
を
構
成
す
る
ニ
コ
リ

ス
コ
エ
附
属
村
の
村
長
と
農
民
た
ち
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
嘆

　
　
　
　
　
　
　
＾
肌
〕

願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
我
々
は
、
現
在
一
七
〇
八
年
の
台
帳
に
応

じ
て
（
《
…
…
昌
o
竃
遣
昌
頸
…
胃
①
》
）
、
毎
年
四
六
九
ル
ー
ブ

リ
一
五
ア
ル
テ
ィ
ン
三
ジ
ェ
ニ
が
二
分
の
一
の
貨
幣
オ
ブ
ロ
ー
ク
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を
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
完
全
に
納
め
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
本
年
「
あ
ら
ゆ
る
穀
物
の
不
作
の
た
め
に
、
即
ち
我
々

の
所
で
は
、
他
の
年
の
よ
う
に
は
何
も
生
育
し
な
か
っ
た
た
め
に
、

残
り
な
く
、
究
極
ま
で
貧
窮
化
し
て
、
飲
む
こ
と
も
、
食
べ
る
こ

と
も
で
き
な
い
」
。
現
在
或
る
も
の
は
「
飢
え
の
た
め
死
亡
し
、
郷

の
半
分
以
上
が
、
妻
と
子
供
と
と
も
に
放
浪
し
て
い
る
」
（
《
…
－

曽
誉
雪
〔
美
窒
婁
雪
雪
〔
潟
α
胃
雷
昌
｛
姜
＝
田
…
毫
）
。
君
主
の
租

税
や
主
人
の
オ
ブ
回
ー
ク
を
納
め
る
た
め
に
売
る
も
の
は
何
も
な

く
、
穀
物
を
買
う
た
め
の
一
コ
ペ
イ
カ
も
な
い
。
更
に
家
畜
も
、

す
べ
て
死
ん
だ
。
「
家
畜
が
い
な
く
て
は
、
畑
に
肥
料
を
も
た
ら

す
こ
と
は
で
き
ず
、
肥
料
な
し
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
穀
物
は
生
育
し

な
い
」
。
「
我
々
が
耕
し
て
い
る
地
条
の
間
に
は
」
（
《
・
：
－
毒
美
ミ

雷
匡
；
雪
雪
美
…
『
…
呂
昌
曽
o
姜
葭
》
）
、
空
に
な
っ
た
世
帯
の
地
条

が
あ
り
、
「
こ
の
空
の
地
条
の
た
め
に
」
（
《
・
：
：
・
8
↓
巽
ξ
s
匡
■

目
昌
o
o
》
）
、
我
々
の
穀
物
は
、
大
き
な
被
害
を
蒙
っ
て
い
る
。
ま

た
多
く
の
空
の
世
帯
が
あ
る
た
め
、
割
当
て
量
だ
け
干
草
を
刈
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
更
に
あ
な
た
の
指
示
に
よ
っ
て
、
嫁
入

り
の
た
め
「
外
の
所
領
へ
与
え
ら
れ
る
娘
た
ち
」
に
対
し
て
五
ル

ー
ブ
リ
の
許
可
料
（
量
呂
ト
）
を
納
め
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い

る
が
、
我
々
は
貧
し
さ
の
故
、
こ
れ
を
支
払
う
こ
と
は
で
き
ず
、

外
の
所
領
の
農
民
も
、
こ
れ
を
与
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ

の
多
額
の
許
可
料
の
た
め
に
〔
我
々
の
娘
た
ち
は
〕
少
な
か
ら
ず

増
加
し
て
お
り
、
他
方
所
領
の
内
で
は
も
ら
い
手
が
い
な
い
」

（
《
…
…
竃
H
婁
3
亭
目
…
団
竃
£
婁
＜
…
婁
彗
o
亭
馬

竃
彗
o
①
…
昌
〇
一
凹
雪
①
宍
ト
＜
8
α
o
δ
宙
8
畠
…
①
＝
①
轟
零
勺
s
－

胃
長
》
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ニ
コ
リ
ス
］
工
附
属
村
の
農
民
た
ち

．
は
、
「
慈
悲
探
き
主
人
、
ボ
リ
ス
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
」
に
対

し
て
、
貨
幣
オ
ブ
ロ
ー
ク
の
免
除
、
干
草
刈
り
の
軽
滅
、
そ
し
て

我
々
が
「
空
き
の
地
条
の
た
め
に
、
永
久
に
零
落
す
る
こ
と
の
な

い
た
め
に
」
、
そ
れ
を
一
ヵ
所
に
整
理
す
る
こ
と
（
《
－
…
昌
潟
．

ト
①
自
；
↓
『
国
o
貞
＝
o
竃
竃
①
o
↓
①
宍
o
曽
ト
＜
団
b
①
o
茗
↓
；
＝
『
’
凹
＝
o
『
一
〇
．

曽
〔
竃
》
）
、
最
後
に
「
外
の
所
領
に
応
じ
て
」
（
《
…
・
－
弓
昌
冒

昌
s
o
勺
o
≡
妻
呂
ヨ
…
》
）
、
結
婚
許
可
料
を
減
ら
．
す
こ
と
、
を

要
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
穀
物
の
不
作
を
主
な
理
由
と
す
る
こ
の
嘆
願
薔
に
対
す
る
シ
ェ

レ
メ
ー
チ
ェ
フ
の
回
答
は
、
厳
し
か
っ
た
。
即
ち
、
彼
は
い
さ
さ

か
の
免
租
に
も
応
じ
な
か
っ
た
ぱ
か
り
か
、
今
後
こ
う
し
た
嘆
願

を
し
な
い
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
結
婚
の
た
め
自
己
の

所
領
を
去
る
娘
た
ち
か
ら
の
「
許
可
料
」
に
つ
い
て
は
、
「
外
の
所

領
に
応
じ
て
」
取
る
こ
と
、
即
ち
減
額
を
認
め
た
。
他
方
「
我
が

鮒
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土
地
に
あ
る
空
の
地
条
L
（
《
：
：
：
ξ
力
掌
…
｝
罵
潟
α
『
｝
一
9
亭
毒
－

美
ξ
墨
昌
姜
器
罵
亭
》
）
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
領
地
管
理
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
〕

へ
そ
の
検
討
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
農
民
嘆
願
書
の
な
か
で
ま
ず
注
目
に
値
す
る
の
は
、
空

．
の
地
条
の
存
在
が
、
村
の
農
業
経
営
に
お
い
て
一
つ
の
障
害
と
な

っ
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
節
で
指
摘
し
た
よ

う
に
、
B
村
の
世
帯
数
は
、
こ
の
四
〇
年
間
に
大
幅
に
減
少
し
た
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
耕
地
H
地
条
の
放
棄
そ
し
て
荒
廃
と
な
っ
て
現

わ
れ
た
否
か
は
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
ら
、
村
に
お
い
て
も
、
当
時
少
な
か
ら
ず
の
放
棄
さ
れ
た
地
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
〕

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
他
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、

村
の
三
圃
制
的
な
農
業
組
織
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
厄
介
な
問
題

で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
次
に
興
味
深
い
点
は
、
結
婚
に
よ
っ
て
村
を
去
る
娘
た
ち
か
ら

の
「
許
可
料
」
の
問
題
で
あ
る
。
当
時
、
こ
の
「
許
可
料
」
に
つ

い
て
何
か
公
的
な
規
制
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
判
然
と
し
な
い
。

だ
が
そ
こ
に
は
、
自
ら
「
相
場
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。
B
村
の
農
民
た
ち
は
、
五
ル
ー
ブ
リ
と
い
う
の
は
、
こ

の
「
相
場
」
に
較
べ
て
高
額
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
娘
の
結
婚
を

困
難
に
し
て
い
る
、
と
不
平
を
許
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
「
結

婚
許
可
料
L
及
ぴ
そ
の
存
否
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
事
例
が
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は
、
五
ル
ー
ブ
リ
を
上
回
っ
て
い

　
　
　
　
＾
竺

な
い
の
で
あ
る
。
約
半
世
紀
後
の
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ュ
フ
の
「
領
地

管
理
令
」
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
確
に
定
め
ら

れ
た
。
即
ち
、
第
七
九
項
で
は
、
農
民
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

区
分
し
て
、
第
一
の
窟
裕
な
階
層
か
ら
は
三
〇
ル
ー
ブ
リ
、
中
閥

層
か
ら
は
二
〇
ル
ー
ブ
リ
、
「
少
い
チ
ャ
グ
ロ
」
の
階
層
か
ら
は

一
〇
ル
ー
ブ
リ
と
規
定
し
た
上
で
、
更
に
彼
ら
が
所
持
す
る
「
商

業
施
設
」
（
《
ε
弓
等
）
や
そ
の
収
益
を
勘
案
し
て
、
上
述
の
額
に

上
乗
せ
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
「
私
の
所
領
の
農
民
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
砧
〕

嫁
ぐ
娘
や
未
亡
人
か
ら
は
、
許
可
料
は
な
に
も
徴
集
し
な
い
」
。

か
つ
て
B
・
H
・
セ
メ
フ
ス
キ
ー
が
的
確
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
許
可
料
」
を
取
る
権
利
は
、
領
主
に
一
定
の
貨
幣
収
入
を
約
束

し
た
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
の
所
領
の
農
昆
へ
娘
を
嫁
が
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）

希
望
を
抑
え
た
点
に
よ
り
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
自

己
の
所
領
の
重
い
諸
負
担
を
嫌
う
農
民
た
ち
が
、
娘
を
多
少
ピ
も

負
担
の
軽
い
近
隣
の
所
領
へ
や
ろ
う
と
す
る
の
は
自
然
の
志
向
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
所
領
経
営
の
強
化
を
め
ざ
す
、
あ
る
い
は
現
．

に
そ
の
方
針
を
採
っ
て
い
た
領
主
に
と
っ
て
こ
の
権
利
は
、
不
可

欠
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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⇔
一
七
一
八
年
六
月
は
じ
め
に
は
、
B
村
の
農
民
六
人
の
代
表

は
、
村
書
記
（
ω
婁
臭
養
誉
畠
実
一
昌
亭
至
呂
頸
）
の
職
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斬
）

た
ボ
リ
ス
・
ボ
リ
ソ
フ
の
排
斥
に
関
す
る
嘆
願
書
を
提
出
し
た
。

即
ち
、
〕
兀
師
の
並
び
に
我
が
ミ
ー
ル
の
事
柄
に
L
あ
た
っ
て
い

る
B
・
ボ
リ
ソ
フ
は
、
「
あ
な
た
の
捨
子
で
あ
る
我
々
に
多
く
の

税
そ
し
て
不
当
な
損
害
を
な
し
て
い
る
」
。
し
た
が
っ
て
「
彼
が

村
の
事
柄
に
あ
た
る
こ
と
は
で
き
ず
」
（
《
－
…
圭
α
匡
畠
く
↓
震

ω
窒
臭
妻
員
雪
焉
8
婁
o
美
冒
》
）
、
も
し
彼
の
子
孫
も
、
そ
の

職
に
あ
る
な
ら
、
我
々
に
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
「
大
き
な
零
落
と

多
く
の
侮
辱
」
（
男
…
彗
O
程
8
潟
雪
⑦
呂
O
α
雷
着
…
；
「
竃
》
）

が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
嘆
願
書
は
、
「
彼
ボ

リ
ス
を
村
の
事
柄
か
ら
退
か
せ
、
こ
ん
ご
そ
れ
に
就
く
こ
と
の
な

い
」
（
《
①
『
O
雰
召
S
O
二
窒
冥
妻
お
自
O
篶
畠
昌
亭
；
雪
O
£

Φ
ξ
焉
α
匡
畠
》
）
こ
と
を
要
求
し
た
。
彼
は
、
「
我
々
ミ
ー
ル
の
人

々
に
は
役
に
立
た
ず
、
し
か
も
彼
の
誤
魔
化
し
は
多
い
」
（
《
…
－

o
＝
＝
o
…
…
＝
勺
o
宍
呂
竃
自
δ
員
曽
呂
＝
①
『
o
ト
o
＝
匡
目
昌
k
↓
o
｝
o
↓
国
凹
o
『
o

由
昌
暮
亭
…
雪
；
》
）
、
と
。

　
こ
の
嘆
願
書
の
な
か
で
非
難
を
浴
ぴ
て
い
る
村
書
記
と
は
、
い

っ
た
い
何
物
な
の
か
。
同
じ
時
期
の
修
遣
院
所
領
の
ミ
ー
ル
の
諸

問
題
を
扱
っ
た
凪
・
H
ニ
フ
ー
ス
キ
ン
の
指
摘
に
よ
る
と
、
村
書

記
は
「
ミ
ー
ル
に
所
属
し
、
社
会
的
に
も
農
氏
に
近
い
人
物
」
で

あ
り
、
ミ
ー
ル
の
ほ
と
ん
ど
金
て
の
書
類
（
嘆
願
書
を
含
む
）
は
、

彼
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
し
、
所
領
に
入
っ
て
き
た
諸
々
の
指
示
、
、

勅
令
を
村
長
に
知
ら
せ
、
そ
し
て
集
会
で
読
み
上
げ
る
の
も
彼
の

仕
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
村
で
は
不
可
欠
の
読
み
書
き
の

堪
能
な
人
物
で
あ
り
、
修
道
院
所
領
に
お
い
て
も
、
こ
の
役
職
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
8
）

「
義
務
的
で
あ
り
、
か
つ
普
遍
的
で
あ
っ
た
」
。
「
農
民
に
近
い
」

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
役
職
の
故
に
、
不
正
の
余
地
は
、
致
る

所
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
ラ
ー
ス
キ
ン
の
性
格
付
け
そ
の
も
の
か

ら
容
易
に
推
測
で
き
る
。
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
こ
う
し
た
農

民
の
排
斥
要
求
に
対
し
て
、
ま
ず
彼
を
審
問
し
、
ま
た
彼
の
財
産
、

家
畜
、
貨
幣
の
調
査
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
審
問
そ
し
て
調
査
の
結
果
、
「
過
去
一
〇
年
〔
以
上
？
〕
」
、
即

ち
B
村
が
ま
だ
大
公
の
御
料
地
で
あ
っ
た
時
か
ら
、
村
書
記
に
あ

っ
た
ボ
リ
ソ
フ
の
「
不
正
」
そ
し
て
か
な
り
の
規
模
の
財
産
、
貨

　
　
　
　
　
　
　
翁
）

幣
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
だ
が
、
例
え
ぱ
そ
の
貨
幣
六
〇
ル
ー
ブ

リ
三
ニ
ア
ル
テ
ィ
ン
ー
農
民
側
は
七
〇
ル
ー
ブ
リ
余
り
、
と
指

摘
し
た
が
ー
に
つ
い
て
、
ボ
リ
ソ
フ
は
、
こ
れ
ら
が
「
自
己
の

ミ
ー
ル
の
あ
ら
わ
れ
る
嘆
願
書
及
び
管
理
事
務
の
ゆ
え
に
」
、
等

々
で
農
民
が
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
賄
賂
性
を

㎝W
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否
定
し
た
。
審
問
に
お
け
る
ボ
リ
ソ
フ
の
否
認
に
も
拘
ら
ず
、
六

月
三
日
、
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
彼
を
役
職
か
ら
退
か
せ
る
と

と
も
に
、
管
理
事
務
所
で
三
〇
回
の
答
刑
に
す
る
こ
と
、
ま
た
貨

幣
を
没
収
し
、
そ
れ
を
ミ
ー
ル
の
人
々
の
た
め
に
、
君
主
の
租
税

の
支
払
い
に
あ
て
る
こ
と
、
そ
し
て
以
上
の
こ
と
を
全
て
の
人
々

に
、
集
会
で
報
告
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。
答
刑
が
行
な
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
響

の
は
、
六
月
七
日
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
全
体
が
残
さ
れ
て
い
る
嘆
願
書
以
外
に

も
、
B
村
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
に
は
、
若
干
の
嘆
願
書
の
提
出
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
ら
せ
る
文
書
に
出
会
う
。
例
え
ぱ
一
七
一
八
年
七
月

二
五
日
付
の
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
か
ら
領
地
管
理
人
宛
て
の
指
示

か
ら
、
幼
い
頃
、
祖
父
に
よ
っ
て
聖
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
連
れ
て
行

か
れ
た
あ
る
農
民
が
、
妻
を
亡
く
し
、
一
人
に
な
っ
て
、
「
旧
来

の
チ
ャ
グ
ロ
ヘ
」
帰
し
て
欲
し
い
、
と
い
う
嘆
願
を
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、
彼
が
祖
父
と

一
緒
に
住
ん
で
い
た
同
じ
村
の
「
古
い
チ
ャ
グ
ロ
」
に
住
み
、
該

当
す
る
あ
ら
ゆ
る
諸
貢
租
を
、
彼
の
兄
弟
〔
仲
間
の
こ
と
－
－
－
筆

者
〕
と
同
様
、
取
る
L
こ
と
を
、
領
地
管
理
人
に
指
示
し
た
の
で

＾
4
1
〕

あ
る
。
ま
た
一
七
一
九
年
二
月
七
日
、
B
村
の
H
・
ヴ
ォ
リ
ソ
フ

と
い
う
農
民
は
、
聖
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
ヘ
運
搬
す
る
食
糧
の
責
任
者

（
貝
窒
畠
彗
匡
彗
皇
）
に
選
ぱ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
シ
ェ
レ
メ
ー

チ
ェ
フ
に
次
の
よ
う
に
嘆
願
し
た
。
彼
は
「
一
人
〔
男
〕
で
あ
り
、

子
供
は
誰
も
い
な
い
」
。
彼
に
は
大
き
な
チ
ャ
グ
ロ
が
課
さ
れ
て

い
る
が
「
君
主
の
あ
ら
ゆ
る
租
税
と
私
〔
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
〕

の
オ
ブ
ロ
ー
ク
を
、
毎
年
、
滞
納
せ
ず
に
、
支
払
っ
て
い
る
」
。

だ
か
ら
、
こ
の
役
割
を
誰
か
に
代
っ
て
欲
し
い
、
と
い
う
の
が
嘆

願
書
の
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
レ
メ
ー
チ
ェ
フ
は
、

実
際
に
彼
が
一
人
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
「
チ
ャ
グ
ロ
を
荒
廃
さ
せ
な

い
た
め
に
」
も
、
他
の
家
族
の
農
民
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
指
示

し
、
そ
の
際
「
言
い
掛
か
り
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ミ
ー
ル
全
体

の
忠
告
の
う
え
真
の
プ
ラ
ウ
ダ
で
」
（
《
…
：
・
国
2
員
k
δ
暑
畠
ξ

〔
呂
毛
冥
o
昌
o
α
員
胃
o
8
馬
↓
＜
一
団
毒
＝
彗
遣
宍
竃
曼
）
選
出

　
　
　
　
　
（
棚
）

す
る
よ
う
求
め
た
。
即
ち
ミ
ー
ル
の
意
志
を
尊
重
し
て
は
い
る
も

の
の
、
明
ら
か
に
経
済
的
配
慮
を
優
先
す
る
指
示
を
行
っ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
B
村
の
農
民
は
、
自
己
の
領
主
シ
ェ
レ
メ
ー

チ
ェ
フ
の
「
慈
悲
探
き
配
慮
」
を
期
待
し
て
、
罹
災
や
不
作
を
理

由
に
免
租
を
申
し
込
み
、
高
額
な
結
婚
許
可
料
の
引
き
下
げ
を
要

求
し
、
あ
る
い
は
札
書
記
の
不
正
を
訴
え
た
。
更
に
一
た
ん
選
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
3
）

さ
れ
た
役
職
や
兵
役
の
交
替
に
つ
い
て
も
、
嘆
願
し
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
こ
う
し
た
農
民
嘆
願
書
ー
そ
れ
は
、
既
述
の
よ
う
に
一
年

間
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
た
1
に
つ
い
て
、
改
め

て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
時
期
、
自
己
の
領
主
へ
の
直
接
的

訴
え
1
訴
え
そ
の
も
の
で
は
な
い
1
は
、
一
般
に
禁
止
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竺

る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
シ
ヱ
レ
メ
ー

チ
ェ
フ
所
領
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
シ
ニ
レ
メ
ー
チ
ェ

フ
は
、
自
己
の
農
民
が
一
人
と
し
て
「
指
示
も
な
し
に
、
モ
ス
ク

ワ
か
ら
及
ぴ
モ
ス
ク
ワ
ヘ
出
入
り
し
て
は
い
け
な
い
」
、
と
厳
し

　
　
　
　
　
　
＾
“
）

く
注
意
し
て
い
た
。
ま
た
一
七
六
四
年
の
「
領
地
管
理
令
」
の
第

四
一
項
で
は
、
農
民
の
嘆
願
書
に
つ
い
て
は
、
在
地
で
、
で
き
る

だ
け
早
く
、
引
き
延
す
こ
と
な
く
解
決
し
、
そ
の
件
に
つ
い
て
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
6
〕

ス
ク
ワ
ヘ
嘆
願
人
を
派
遣
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
と
指
示
し
た
。

だ
が
こ
う
し
た
禁
令
が
存
在
し
続
け
た
こ
と
自
体
、
嘆
願
書
の
提

出
と
い
う
行
為
の
根
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て

領
主
も
、
正
当
な
要
求
を
掲
げ
た
農
民
嘆
願
書
を
、
た
ん
に
黙
殺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
”
）
＞
1
＞
．
ξ
冒
塞
潟
実
o
．
吾
o
o
亭
姜
臭
罵
焉
曽
α
胃
＝
秦
宍
実

　
篶
昌
彗
臭
ト
畠
冨
k
毒
＝
量
宍
自
碧
8
呂
酢
α
o
写
α
匡
勺
o
R
婁
o
－

　
宍
o
『
o
戻
o
o
0
H
『
饅
＝
o
↓
国
団
国
号
何
o
ト
o
自
匡
ξ
δ
Φ
＝
o
■
｝
．
《
O
o
田
o
↓
o
宍
凹
饅

篶
昌
ミ
o
｛
喜
蓄
胃
渇
…
o
鋏
篶
昌
o
…
O
0
9
（
岩
§
N
『
．
）
》

　
天
宝
昌
＝
雷
一
H
ミ
o
o
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

（
2
6
）
　
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
ラ
ー
ス
キ
ン
の
小
諭
文
が
、
例
え
ば

　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
ー
ー
ネ
フ
ス
キ
i
修
道
院
所
領
で
は
、
一
七
ニ
ニ
ー

　
二
一
年
に
、
二
七
〇
通
を
こ
え
る
嘆
願
暫
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
指

　
摘
し
て
い
る
。
員
1
；
勺
凹
冥
…
．
ス
潟
昌
；
膏
需
焉
毒
曽
α
胃
事
売

　
団
戻
i
k
＝
＝
o
国
竃
o
＝
暮
↓
匡
i
o
宍
o
匡
o
o
↓
’
国
＝
o
国
口
o
勺
宙
o
宝
毒
↓
｝
①
o
↓
＝

×
く
昌
甲
《
ξ
O
α
亮
；
；
S
O
勺
…
盲
£
彗
；
9
8
0
畠
導
O
α
－

　
o
↓
一
芦
一
H
ミ
ー
－
o
．
H
o
0
N
．

（
2
7
）
　
＞
勺
x
匡
貝
o
．
8
1
8
一

（
2
8
）
　
＞
o
彗
P
ρ
8
．

（
2
9
）
＞
寝
冒
一
〔
・
竃
1
8
し
に
1
－
H
H
ω
・

（
3
0
）
　
不
＝
ニ
ヒ
h
目
雪
O
回
．
＜
竃
ω
・
O
O
■
ρ
ミ
唱
し
O
O
午
以
上
の
よ
う

　
に
「
君
主
の
租
税
」
、
「
人
頭
税
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
免
除
さ

　
れ
て
い
な
い
。

（
3
1
）
　
＞
i
x
畠
一
ρ
ぎ
1
遣
．

（
3
2
）
　
＞
勺
N
宝
炉
ρ
遣
．

（
3
3
）
　
例
え
ば
、
既
述
の
ラ
ン
ド
ラ
ー
ト
調
査
の
さ
い
「
空
の
耕
地
」
、

　
放
棄
さ
れ
た
地
条
の
後
に
「
若
木
の
林
が
生
い
繁
っ
て
い
る
耕
地
」

　
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
双
方
の
応
酬
が
あ
っ
た
。
＞
寝
；
一
ρ
H
寒

　
－
嵩
少
旨
9
嵩
o
〇
一
ご
ω
1
ご
α
．

（
糾
）
　
同
じ
時
期
の
チ
ニ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
所
領
で
は
、
所
領
外
へ
嫁
が

　
せ
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
拙
稿
「
『
領
地
管
理
令
』
研
究
へ

　
の
一
視
角
」
、
九
〇
頁
。
な
お
脱
稿
後
に
入
手
し
た
刀
．
H
・
セ
、
ミ

　
目
ー
ノ
ヴ
ァ
の
近
著
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
事
例
が
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挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
芦
＝
・
O
窒
彗
o
墨
－
O
f

　
名
…
毒
8
勺
…
α
匡
畠
＝
ス
k
』
；
篭
＝
婁
美
毒
…
8
〔
畠
声
＝
何
勺
－

　
墨
由
＝
畠
冨
彗
壷
×
＜
■
H
団
－
当
1
し
畠
ド
〔
．
8
1
芦

（
3
5
）
天
．
＝
．
E
b
目
①
↓
o
戸
＜
天
轟
．
o
o
’
．
ρ
N
0
0
H
l
N
0
0
N
．
な
お
一
七

　
二
七
年
の
「
領
地
管
理
令
」
で
は
、
緒
婚
か
ら
宍
k
≡
…
匡
而
完
亭
－

　
『
宝
を
徴
築
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
が
、
農
民
の
多
く
は
、
こ
れ
を

　
納
め
ず
に
結
婚
し
、
聖
職
者
も
「
秘
か
に
結
婚
さ
せ
て
い
る
」
、
と

　
い
う
事
実
を
指
摘
し
、
こ
ん
．
こ
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
二
倍
の
ξ
－

　
彗
葦
匡
ω
ト
望
『
冨
の
徴
築
を
指
示
し
た
（
↓
姜
美
9
ρ
N
s
）
。

（
3
6
）
卑
＝
．
O
窒
雷
冥
婁
．
ス
潟
o
亭
■
焉
回
長
君
畠
o
墨
…
ω
…
－

萬
君
弓
蒼
匡
要
胃
｛
…
『
二
H
－
一
H
‘
O
コ
P
嚢
H
二
．
N
。
。
ω
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
N
0
。
午
セ
メ
フ
ス
キ
ー
は
、
の
ち
の
農
奴
制
制
限
論
者
た
ち
が
、
許
可

　
料
の
こ
の
側
面
に
漕
目
し
て
、
「
繕
婚
の
自
由
」
を
提
唱
し
た
こ
と

　
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
3
7
）
　
＞
寝
冨
一
〇
‘
H
g
1
一
8
‘

（
3
8
）
　
戸
芦
霊
實
…
。
＜
竃
P
o
畠
。
ρ
H
o
。
ド
彼
は
、
一
七
六
四
年

　
の
「
領
地
嘗
理
令
」
で
は
、
村
長
、
貢
租
徴
集
人
と
共
に
、
ミ
ー
ル

　
の
集
会
で
「
善
良
な
人
間
」
を
選
ぴ
、
彼
ら
を
領
地
管
理
人
と
選
抜

　
農
民
は
監
視
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
声
＝
■
E
τ
烏
↓
富
．
＜
墨
ω
、

　
o
o
‘
一
ρ
N
N
H
－
N
N
ド

（
3
9
）
　
＞
寝
竃
一
〇
．
昌
ω
I
H
S
．

（
4
0
）
　
＞
慢
冨
一
ρ
H
0
0
0
．

（
4
1
）
　
＞
睾
竃
一
P
H
N
．
こ
の
時
期
の
労
働
カ
の
不
足
は
、
例
え
ぱ
、

　
次
の
よ
う
な
有
利
な
条
件
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
七
二
四
年
の

　
ブ
ォ
ル
イ
ン
ス
キ
ー
の
「
領
地
管
理
令
」
に
よ
る
と
、
逃
亡
（
あ
る

　
い
は
労
役
）
か
ら
帰
っ
た
農
民
に
は
、
二
頭
の
雌
羊
、
一
頭
の
豚
、

　
五
羽
の
雌
鳥
、
そ
し
て
「
そ
の
家
族
に
よ
り
、
完
全
チ
ャ
グ
回
に
あ

　
り
う
る
」
者
に
は
二
頭
の
馬
（
半
チ
ャ
グ
回
に
は
一
頭
）
が
与
え

　
ら
れ
、
一
年
間
の
免
租
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
＞
、
団
昌
彗
一
臭
豊
．

　
＝
篶
↓
睾
套
量
着
o
肩
長
婁
k
＝
呂
ξ
寿
…
勇
o
｛
o
着
寝
㌣

　
白
畠
＝
■
ト
o
窒
k
＝
ト
｛
畠
畠
『
国
潟
｛
；
o
α
』
o
E
凹
ト
姜
一
《
「
一
〇

　
雪
彗
…
宍
呂
ト
潟
畠
竪
昌
亭
童
①
一
…
9
畠
ぎ
↓
1
〆
く
．
O
＝
α
1
一
－
o
o
o
o
－
．

　
〇
一
ミ
一

（
4
2
）
　
＞
勺
x
匡
9
o
．
ぎ
ー
ミ
一

（
4
3
）
　
＞
、
x
＝
宙
一
〇
．
企
－
㎞
．

（
4
4
）
　
例
え
ば
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ネ
フ
ス
キ
ー
修
遺
院
で
は
、
一
七

　
一
七
年
、
「
些
紬
な
事
柄
で
」
嘆
願
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
の
違
反
に

　
対
し
て
は
処
罰
を
指
示
し
た
が
、
一
定
程
度
の
効
果
が
み
ら
れ
た
、

　
と
い
う
。
ま
た
一
七
二
五
年
の
ス
ト
回
ガ
ー
ノ
フ
の
「
領
地
管
理
令
」

　
に
も
、
農
民
が
嘆
願
書
を
も
っ
て
、
モ
ス
ク
ワ
に
来
る
こ
と
の
な
い

　
よ
う
、
し
っ
か
り
監
視
せ
よ
、
と
い
う
項
目
（
第
二
一
）
が
み
ら
れ

　
る
。
員
1
＝
一
i
凹
o
宍
＝
声
＜
一
S
ω
一
〔
o
’
一
〇
一
H
o
ω
1
H
o
介
＝
一
更
＜
〔
↓
・

　
δ
『
o
甲
＝
膏
↓
ミ
蒼
彗
呂
H
彗
…
o
ξ
｛
妻
8
葦
ξ
鶉
喀
o
緕

焉
畠
｛
畠
〆
く
目
団
．
奮
昌
O
勺
匿
O
員
蔓
岩
彗
呈
↓
．
H
く
．
岩
企
P

　
〇
一
H
a
一
　
　
　
　
　
　
　
一

（
価
）
　
＞
睾
畠
一
0
1
9
．

（
4
6
）
　
－
〈
－
＝
．
目
一
雪
竃
冨
＜
竃
ω
．
8
’
．
o
ー
ミ
9

（
4
7
）
　
嘆
願
書
の
一
般
的
性
格
を
考
え
る
場
含
、
北
ロ
シ
ァ
の
国
有
地
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‘

村
落
に
お
け
る
そ
の
広
汎
な
普
及
、
根
強
い
伝
統
を
分
析
し
た
ボ
ゴ

ス
回
フ
ス
キ
ー
の
著
作
が
、
是
非
参
看
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
こ
の

間
魑
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
峯
・
室
・
団
o
－

「
o
o
自
o
団
o
パ
国
評
　
ω
①
量
o
胃
o
o
　
〔
凹
竃
0
k
＝
o
胆
回
自
①
＝
雪
而
　
宙
i
k
〔
〔
宍
o
雪
　
O
o
－

馬
潟
．
↓
．
目
．
童
“
一
習
ド
；
－
H
＜
一
く
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
犬
挙
助
教
授
）

（103）　ビ目一トル改革期の村と農民嘆願書
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